
健 全 化 判 断 比 率 平成22年度決算 平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

実実実実 質質質質 赤赤赤赤 字字字字 比比比比 率率率率 - - 13.33 20.00 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 分母比

連連連連結結結結実実実実質質質質赤赤赤赤字字字字比比比比率率率率 - - 18.33 30.00 2,034,403 1,949,178 1,829,336 1,804,449 20.2

実実実実 質質質質 公公公公 債債債債 費費費費 比比比比 率率率率 14.5 14.0 25.0 35.0 満期一括償還地方債に係る年度割相当額　（7） 0 0 0 0 -

将将将将 来来来来 負負負負 担担担担 比比比比 率率率率 99.6 88.0 350.0 公営企業債の元利償還金に対する繰入金　（8） 244,591 374,564 398,775 402,922 4.5

組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等　（9） 61,188 70,011 62,826 60,051 0.7

平成22年度決算 平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算 分母比 債務負担行為に基づく支出額（公債費に準ずるもの）　（10） 87,788 87,699 87,613 26,278 0.3

680,335 798,778 7.96 一時借入金の利子　（11） 0 0 0 0 -

344 210 0.00 9,697,423 9,883,241 10,094,243 10,032,152 112.5

1,201,493 1,181,623 1,115,704 1,111,018 12.5

1,226,477 1,299,829 1,262,846 1,182,682 13.3

8,495,930 8,701,618 8,978,539 8,921,134 100.0

14.4 14.9 14.1 13.3

14.5 14.014.014.014.0

ＰＦＩ事業に係るもの 0 0 0 0 -

いわゆる五省協定等に係るもの 0 0 0 0 -

国営土地改良事業・森林総合研究所等が行う事業に係るもの 64,184 64,184 64,184 0 0.0

地方公務員等共済組合に係るもの 0 0 0 0 -

社会福祉法人に係るもの 0 0 0 0 -

損失補償・債務保証の履行に係るもの 0 0 0 0 -

引き受けた債務の履行に係るもの 0 0 0 0 -

その他上記に準ずるもの 23,604 23,515 23,429 26,278 0.3

680,679 798,988 利子補給に係るもの 0 0 0 0 -

10,094,243 10,032,152

(6.74) (7.96)(7.96)(7.96)(7.96) 平成22年度決算 平成23年度決算 分母比

資金不足比率 15,425,537 14,829,815 166.2

平成22年度決算 平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算 分母比 平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算平成23年度決算 262,123 235,843 2.6

450,840 420,969 4.20 5,064,901 5,209,777 58.4

627,942 596,128 5.94 498,078 452,076 5.1

0 0 0.00 4,599,234 4,301,258 48.2

13,720 17,576 0.18 19,655 16,443 0.2

2,773 6,534 0.07 0 0 -

0 0 -

27 2,381,671 2,655,532 29.8

2,510,021 2,440,780 27.4

12,028,461 12,093,717 135.6

25,869,528 25,045,212 280.7

16,920,153 17,190,029 192.7

10,094,243 10,032,152 112.5

1,115,704 1,111,018 12.5

8,949,375 7,855,183 88.1

8,978,539 8,921,134 100.0

99.6 88.088.088.088.0

0 0 -

0 0 -

0 0 -

146,893 284,272 2.83 0 0 -

北茨城市介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 15,785 101,301 1.01 0 0 -

北茨城市後期高齢者医療特別会計 2,473 619 0.01 0 0 -

北茨城市老人保健特別会計 11 0 0.00 0 0 -

1,980 1,997 0.02 0 0 -

0 0 -

262,123 235,843 2.6

17 4,050,846 4,011,944 45.0

265,640 269,926 3.0

716,129 899,765 10.1

1,943,096 2,228,384 22.21 水道事業会計 32,286 28,142 0.3

0 0 0.00 0 0 -

1,943,096 2,228,384 20 0 0 -

10,094,243 10,032,152 0 0 -

(19.25) (22.21)(22.21)(22.21)(22.21) 19,655 16,443 0.2

※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成23年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成23年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成23年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成23年度決算の基準である。

その他第三セクター等に係る将来負担額

実質赤字額・資金不足額合計　（4） その他の会計

合　計　（3）＋（4）　（5） ※黒字の場合
は、比率を（ ）
書としている。

三
セ
ク
等

地方道路公社に係る将来負担額

標　準　財　政　規　模　（2） 公
社
・

土地開発公社に係る将来負担額

連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100

その他上記に準ずるもの

繰
入
見
込
額

公共下水道事業特別会計

企
業
債
等

漁業集落排水事業特別会計

病院事業会計

実質黒字額・資金剰余額合計　（3）

依頼土地の買い戻しに係るもの

社会福祉法人の施設建設費に係るもの

北茨城市介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定） 損失補償・債務保証の履行に係るもの

引き受けた債務の履行に係るもの

債
務
負
担
行
為

いわゆる五省協定等に係るもの

国営土地改良事業の負担金に係るもの

公
営
事
業
会
計

北茨城市国民健康保険事業特別会計 森林総合研究所等が行う事業に係るもの

地方公務員等共済組合に係るもの

将来負担比率　（28）／（29）×100将来負担比率　（28）／（29）×100将来負担比率　（28）／（29）×100将来負担比率　（28）／（29）×100

内　訳

16 ＰＦＩ事業に係るもの

標　準　財　政　規　模　（2）

算入公債費等の額　（12）

（26）－（27）　（28）

分　母　（2）－（12）　（29）

基準財政需要額算入見込額　（25）

将来負担額　（26）

充当可能財源等　（27）

北茨城市漁業集落排水事業特別会計 連結実質赤字額　（21）

組合等連結実質赤字額負担見込額　（22）

能
財
源
等

充当可能基金　（23）

充
当
可

充当可能特定歳入　（24）
公
営
企
業
会
計

北茨城市水道事業会計 将
来
負
担
額

公営企業債等繰入見込額　（17）

北茨城市工業用水道事業会計 組合等負担見込額　（18）

北茨城市立総合病院事業会計 退職手当負担見込　（19）

北茨城市公共下水道事業特別会計 設立法人等の負債額等負担見込額　（20）

区　分

連　結　実　質　赤　字　比　率　（千円・％）
26

一般会計等に係る地方債の現在高　（15）

会　計　名 債務負担行為に基づく支出額　（16）

10

債
務
負
担
行
為

合　計　（1） ※黒字の場合
は、比率を（ ）
書としている。

標　準　財　政　規　模　（2） 将　来　負　担　比　率　（千円・％）

実質赤字比率－（1）／（2）×100実質赤字比率－（1）／（2）×100実質赤字比率－（1）／（2）×100実質赤字比率－（1）／（2）×100

実質公債費比率（単年度）　（13）／（14）×100

実質公債費比率（３か年平均）実質公債費比率（３か年平均）実質公債費比率（３か年平均）実質公債費比率（３か年平均）

内　訳

一
般
会
計
等

一般会計

北茨城市水沼診療所特別会計 標　準　財　政　規　模　（2）

算　入　公　債　費　等　の　額　（12）

（6）～（11）の合計－（12）　（13）

分　母　（2）－（12）　（14）

平成２３年度決算に基づく
健全化判断比率・資金不足比率

実　質　公　債　費　比　率　（千円・％）

区　　　　　分

元利償還金（公債費充当一般財源等額）　（6）

　 都道府県名　　茨城県 準
元
利
償
還
金

　 団　 体　 名　　北茨城市

実　質　赤　字　比　率　（千円・％）

会　計　名


